
▽
日
時
　
９
月
５
日(

土)

午
前
９

時
〜
午
後
４
時
。

▽
場
所
　
納
税
課
（
市
役
所
２
階

Ｃ
10
窓
口
）
、
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
Ａ
15
窓
口
）。

▽
そ
の
他
　
ご
家
庭
の
経
済
状
況

や
収
支
関
係
の
分
か
る
書
類
な
ど

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

Á
納
税
課
1(

632)

２
１
９
２
・
２

１
９
６
、
保
険
年
金
課
1(

632)

２

３
２
４

６
月
４
日
か
ら
平
成
22
年
３
月

31
日
に
新
築
し
た
長
期
優
良
住
宅

は
、
延
床
面
積
120
G
以
下
の
部
分

に
対
す
る
固
定
資
産
税
を
２
分
の

１
に
減
額
し
ま
す
。
減
額
期
間
は

一
般
の
新
築
住
宅
よ
り
も
２
年
間

長
く
な
り
ま
す
。

適
用
を
受
け
る
に
は
、
新
築
の

日
か
ら
翌
年
１
月
31
日
ま
で
に
長

期
優
良
住
宅
認
定
通
知
書
の
写
し

の
提
出
が
必
要
で
す
。

Á
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
資
産

税
課
1(

632)

２
２
５
４
、
長
期
優

良
住
宅
の
認
定
制
度
に
つ
い
て
は

建
築
指
導
課
1(

632)

２
５
７
４

▽
融
資
条
件
　
次
の
す
べ
て
を
満

た
す
人
。
1
市
内
に
１
年
以
上
在

住
し
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る
2

同
一
の
中
小
企
業
（
市
外
も
含
む
）

な
ど
に
１
年
以
上
勤
務
し
、
引
き

続
き
勤
務
し
よ
う
と
す
る
3
資
金

の
償
還
が
確
実
と
認
め
ら
れ
る
4

保
証
機
関
の
保
証
が
得
ら
れ
る
。

▽
種
類
　
¡
生
活
資
金
™
教
育
資

金
。

▽
用
途
　
¡
本
人
ま
た
は
扶
養
親

族
の
冠
婚
葬
祭
、
医
療
、
生
活
必

需
品
（
通
勤
用
自
家
用
自
動
車
を

含
む
）
の
購
入
™
本
人
、
子
ど
も

ま
た
は
扶
養
親
族
の
入
学
金
、
授

業
料
な
ど
。

▽
限
度
額
　
¡
100
万
円
™
200
万
円
。

▽
利
率
　
¡
™
年
1.9
％
（
固
定
金

利
）。

▽
返
済
期
間
　
¡
５
年
以
内
™
10

年
以
内
。

▽
申
込
　
電
話
で
、
中
央
労
働
金

庫
宇
都
宮
支
店
1(

621)

３
２
５
１
、

同
宇
都
宮
東
支
店
1(

661)

９
５
３

１
へ
。
保
証
料
は
保
証
機
関
の
規

定
に
よ
り
ま
す
。

Á
商
工
振
興
課
1(

632)

２
４
４
６

▽
日
時
　
９
月
10
日(

木)

午
後
１

時
〜
４
時
。

▽
会
場
　
ホ
テ
ル
東
日
本
宇
都
宮

（
上
大
曽
町
）。

▽
対
象
　
県
内
企
業
に
再
就
職
を

希
望
す
る
人
。

▽
参
加
企
業
　
50
社
程
度
。

▽
持
ち
物
　
履
歴
書
。

▽
そ
の
他
　
事
前
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
へ
求
職
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

Á
商
工
振
興
課
1(
632)

２
４
４
６

▽
日
時
　
９
月
30
日(

水)

午
後
２

時
〜
４
時
。

▽
会
場
　
市
民
プ
ラ
ザ
（
馬
場
通

り
４
丁
目
・
う
つ
の
み
や
表
参
道

ス
ク
エ
ア
）
５
階
。

▽
内
容
　
働
く
こ
と
の
意
味
を
考

え
、
就
職
に
向
け
て
基
礎
的
な
知

識
な
ど
を
身
に
付
け
る
。

▽
対
象
　
お
お
む
ね
35
歳
未
満
の

青
少
年
。

▽
定
員
　
20
人
。
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
。

▽
申
込
　
９
月
29
日
ま
で
に
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
青
少
年
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー
ふ
ら
っ
ぷ
（
中
央

１
丁
目
、
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
内
）
1(

635)

５
８
３
４
へ
。

▽
日
時
　
10
月
19
日(

月)

〜
23
日

(

金)

、
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
30
分
。

▽
会
場
　
ノ
ア
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

ス
ク
ー
ル
（
宝
木
町
）。

▽
内
容
　
一
般
事
務
を
行
う
た
め

に
必
要
な
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
の

基
本
操
作
を
習
得
す
る
。

▽
対
象
　
市
内
在
住
の
35
歳
以
上

の
求
職
者
で
、
初
め
て
パ
ソ
コ
ン

を
操
作
す
る
人
。

▽
定
員
　
20
人
。
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
。

▽
費
用
　
２
１
０
０
円
（
テ
キ
ス

ト
代
）。

▽
申
込
　
は
が
き
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
に
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
書
き
、
10
月

２
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
〒

320-

8540
市
役
所
商
工
振
興
課
1

(

632)

２
４
４
６
、
6(

632)

５
４
２

０
へ
。

一
度
受
講
し
た
人
は
申
し
込
み

が
で
き
ま
せ
ん
。

31

◎下水道排水設備工事責任技術者試験 ▽日時　11月13日(金)午後2時～4時▽会場　県河内庁舎(竹林町)
▽申込　県建設総合技術センターおよび市上下水道局工事受付センターに置いてある申込用紙に必要事項
を書き、10月1～15日(消印有効)に、郵送で、〒321-0974竹林町1030-2、県建設総合技術センター1
(626)3187へ。受験資格などについて詳しくは、申込用紙をご覧ください。

税
・
産
業
・
雇
用

税・産業・雇用

税

納
税
相
談
窓
口
を

土
曜
日
に
開
設
し
ま
す

長
期
優
良
住
宅
の

固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す

産
　
業

中
小
企
業
等
勤
労
者
福
利
厚
生

資
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

雇
　
用

再
就
職
支
援
合
同
面
接
会
を

開
催
し
ま
す

勤
労
観
・
就
労
観
醸
成
講
座
を

開
催
し
ま
す

求
職
者
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
講
座

受
講
者
募
集

中心商業地への出店者へ補助します
▽対象業種　小売業、飲食業、サービス業、
その他市長が適当と認める業種。
▽対象経費　1経営財務診断費2内装改造
費3家賃4特例加算。
▽内容　1専門家の財務診断に要した費用
2一般店舗の天井・壁・床・塗装・サイン工
事に要した費用。大谷石蔵活用店舗の一般店
舗対象工事、電気・給排水工事に要した費用
3店舗開店から１年分の賃料4おもてなし事
業として、バリアフリー仕様の店舗作り、お
もてなしコーナー・夜間照明設備などを設置
した。大谷石活用事業として、大谷石を活用
する内外装工事を行った。
▽補助率　12430％330～50％。
▽限度額　1１万円2一般店舗＝80万円、
大谷石蔵活用店舗＝200万円3200～300万
円4おもてなし事業＝内装改造費の限度額
に50万円を加算。大谷石活用事業＝50万円
を限度に内装改造費補助額に加算（ただし、
おもてなし事業が適用される場合は、その
限度額を適用)。
▽申込　電話で、宇都宮商工会議所1(637)
3131へ。
Á商工振興課1(632)2434


